
流水型ダム環境保全対策検討委員会 規約 

 

（総 則） 

第１条 本規約は、「流水型ダム環境保全対策検討委員会」（以下、「委員会」という。）の

組織、委員、会議、事務局その他の委員会の設置並びに運営に関して必要な事項を

定めるものである。 

 

（目 的） 

 第２条 委員会は、「球磨川水系流域治水プロジェクト」に位置づけられた「流水型ダム」

（以下、「流水型ダム」という。）について、計画上必要となる治水機能の確保と、

「流水型ダム」の事業実施に伴う環境への影響の最小化の両立を目指すことを目

的として設置する。 

 

（役 割） 

 第３条 上記目的を達成するため、「流水型ダム」における環境影響評価法に基づくもの

と同等の環境影響評価の手続きの中で、次の事項に関する助言を行うものとする。 

一．川辺川の流水型ダムに関する環境配慮レポート 

（略称：環境配慮レポート）の作成 

二．川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価方法レポート 

（略称：方法レポート）の作成 

三．環境影響評価の項目及び手法の選定 

四．川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価準備レポート 

（略称：準備レポート）の作成 

五．川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポート 

（略称：評価レポート）の作成 

六．川辺川の流水型ダムに関する環境影響評価レポート【補正後】 

（略称：評価レポート【補正後】）の作成 

七．第７条に掲げる事務局の要請に関する事項 

 

（組 織） 

 第４条 委員会は、別表－１の委員をもって構成する。 

   ２．委員長は委員の互選によって選出し、委員会を統括するものとするとともに、議

事進行に当たる。 

３．必要に応じ、委員長の指名する有識者を委員に追加できる。 

４．委員会は、部会を設置し、個別に検討を行うことができる。 

 

（委員会） 

 第５条 委員会は、第３条の役割を遂行するために必要と認めた場合、別表－１以外の者



の出席を求めることができる。 

   ２．委員会は、目的に応じたアドバイザーに対して、意見聴取を行うことができる。 

   ３．委員長が委員会に出席できない場合は、委員長が指名する委員がその職務を代行

する。 

 

（委員の任期） 

 第６条 委員の任期は、本規約施行日から、第３条各項が完了するまでとする。ただし、

委員会が必要と認めた場合は、変更することができる。 

 

（事務局） 

 第７条 委員会の事務局は、国土交通省九州地方整備局川辺川ダム砂防事務所とする。 

   ２．事務局は委員長の指示を受け、委員会の運営を行う。 

 

（公 表） 

 第８条 委員会の公開方法等については、別途定める公開要領の通りとする。 

 

（規約の改正） 

 第９条 委員会はこの規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の３分の２

以上の同意を得てこれを行うものとする。 

 

（雑 則） 

 第１０条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会に諮って

定める。 

 

 附 則 

 この規約は、令和３年６月１６日から施行する。 

 この規約は、令和５年６月 ５日から施行する。  




